
平成30年度自然環境研修実施要綱 
 
                             環境省環境調査研修所  
１   目  的  
    2010年に名古屋において開催された第 10回生物多様性条約締約国会議を契機に、「生物

多様性保全」は、広範な主体があらゆる分野で取り組むべき重要な課題として認識され
た。国及び地方公共団体等においては、個々の地域、行政分野において、生物多様性保全
の取組を主導していくことが喫緊の課題である。  

  このため本研修においては、国及び地方公共団体において自然環境業務を担当している
職員が、地域における生物多様性保全の取り組みを具体的に進めるにあたって必要となる
基本的な考え方や、専門的知識を習得するとともに、全員合宿による研修員間の交流を通
じて相互の啓発及びネットワーク形成を図ることを目的とする。  

  なお、「野生生物研修」及び「動物愛護管理研修」で取り扱う事項は、今回の研修では
取り扱わない。  

 
２   期間及び会場  
  (1) 期間     平成３ 1年１月２２日（火）から１月２５日（金）まで（４日間）  

          ※期間中は受講者全員合宿制となります。  
  (2) 会場     環境調査研修所     〒３５９－００４２   埼玉県所沢市並木３－３  
               TEL ０４－２９９４－９７６６    Fax ０４－２９９４－９３０６   
 
３   教科内容   別紙のとおり  
 
４   研修予定人員   ８０名  
 
５   研修を受ける資格  

研修生は次の各号のいずれにも該当するものとする。  
  (1) 国及び地方公共団体等において自然環境保全業務を担当して日が浅い（概ね２年未

満）職員  
  (2) 研修受講に支障のない健康状態にある者  
  (3) 所属長の推薦を受けた者  
 
６   研修生推薦の有無  
    研修生を推薦する場合、別紙様式による被推薦者の「略歴書」、「行政事例」を添えて

 平成３０年１２月３日（月）までに必着するよう環境調査研修所所長あて文書により通
知すること。  

    なお、研修生を推薦しない場合においても、前記の推薦期限までにその旨を文書（研修
担当者からの事務連絡もしくは公用メールによる連絡でも可）にて通知すること。  

 
７  行政事例の作成  
    被推薦者に「事例研究における行政事例の作成について」に基づき行政事例を必ず作成

させたうえ、推薦書に添えて送付すること。  
 
８   研修生の決定  
    環境調査研修所所長は、６の推薦に基づいて研修生を決定のうえ、推薦者にその旨を通

知する。  
 
９   修了証書の交付  
    環境調査研修所所長は、所定の課程（原則として１割以上欠課した者を除く。）を修了

した者に対して修了証書を交付する。  
    なお、受講の状態については、研修終了後所属長に通知する。  
 
10  経費   次の経費は所属長の負担とする。  
  (1) 往復に必要な旅費   
   ただし、環境省の職員については、環境調査研修所から支給する。  
  (2) 滞在費  
      ただし、国家公務員（独立行政法人職員は除く。）については、日額旅費を環境調査

研修所から支給する。  

＊次の情報を環境調査研修所ホームページ（ URL http://www.neti.env.go.jp）に掲
 載しておりますので御参照ください。  
◎「研修ガイドブック」（研修受講に当たっての留意事項に関する情報を掲載してお
 ります。）  
◎「実施要綱」及び「略歴書」・「行政事例」様式  

http://www.neti.env.go.jp/


 
自然環境研修教科内容  
 
             教科目                           時間 

１   これからの自然環境行政                                    １.０ 
    自然環境行政の歴史的な経緯や今後の展望について把握し、自然  
   環境行政の執行にあたっての基本的な考え方について理解を深める。  
   
  ２   生物多様性概論                                １ .５  
       国土全体で取り組むべき喫緊の課題である生物多様性の保全につい  
   て、学術的な知見など施策の背景を学び、基本的な考え方を理解する。  
   

３  生物多様性国家戦略と地域生物多様性戦略について                          １ .５  
     生物多様性国家戦略への理解を深め、自らの地域における地域戦略  

策定につなげていくことを目指す。  
 
  ４  自然環境保全政策について（経緯と歴史）                                    ２ .０  
     自然環境保全に関する法体系や制度を概観し、その考え方について理解  

を深める。  
   
  ５  各種施策の基礎となる科学的データの収集と活用                          １．５  
    生物多様性施策の推進にあたって、科学的知見が重要であり、その収集と活  
    用方法のあり方を GIS(地理情報システム )を中心に学ぶ。  
   

６  自然公園（国立公園）の意義と役割                      １．５  
    自然環境の保全と利用の両立を目指した自然公園制度が、生物多様性保全施  
    策の重要なツールの一つであることの理解を深める。  
 
  ７  自然保護に係る環境影響評価                                                  １．５  
       生態系を環境影響評価の対象とする意義や捉え方等、保全にあたっての  

基本的な考え方について理解を深める。  
   
  ８   生態系に配慮した地域づくり                              １．５  
    地域計画策定の際に必要となる生態系の構造や保全手法等に関する  
   理解を深める。  
     
  ９  利用のあり方（エコツーリズム）                                             １．５  
       自然環境の賢明な利用方法について、エコツーリズムの視点からの  
    取り組みを知り、理解を深める。  
 
  １０  住民参加型管理                                           １．５  
    里地里山の概念や重要性等について理解を深め、具体的な保全手法としての住民  
  参加型管理について、事例を通して知見を得る。  
   
  １１  自然環境分野におけるインタープリテーションとファシリテーション    ３．０  

  自然環境施策を推進する上で、自然とのふれあいの増進は重要であり、  
 そのための手法としてのインタープリテーションを体験する。さらに、  

この手法が自然環境保全施策を推進する上で不可欠な相互理解にも応用  
できることへの理解を深める。  

 
  １２  事例研究                                               ４．５  
   自然環境行政が直面する様々な課題について、研修生の間で討議を  
   行い、問題解決の方向を探ることを通じて、相互の啓発、交流を図り、  
   今後の業務遂行に資する。  

    
  １３  その他（開・閉講式、オリエンテーション等）                    １．５  

 
                                                                           合計   ２４．０時間  
         注）都合により一部変更になることがあります。  
    ＊  開講式は１０時から行います。９時３０分までに入所してください。  
    ＊  閉講式終了時間は、は１６時００分を予定しておりますが、講義時間の延長等によ  
  り若干遅れる場合があります。  
    ＊  帰路の航空機、列車等の都合により、講義や閉講式等を欠席することは認めません。  


